
   小川町防災士資格取得支援補助金交付要綱 

令和６年３月２９日 

告 示 第 ６ ３ 号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域防災の担い手となる人材を育成し、地域防災力のより一

層の向上及び若い力による未来に向けた防災力の強化を図るため、防災士の資格

を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において小川町防災士資格取得支援

補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるも

のとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、小川町補助金等の交付に関する規則（昭和５

０年小川町規則第３号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「日本防災士機構」とい

う。）による認証登録を受けた者をいう。 

⑵ 防災士研修機関 日本防災士機構が認証した研修機関で、かつ、日本防災士

機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座（以下「講座」とい

う。）を行う機関をいう。 

⑶ 学生 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校、専修学校又

は各種学校（幼稚園及び小学校を除く。）に通学する２５歳以下の者をいう。 

⑷ 成人 義務教育課程修了者で学生以外の者をいう。 

⑸ 親子 親子関係（養子縁組を含む。）にある学生と成人それぞれ１名の組を

いう。 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、小川町

に住所を有する学生、成人又は親子であって、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

⑴ 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者（講座の受講を免除され

ている者を含む。） 

⑵ 防災士の資格取得後、防災リーダー等として町内の自主防災組織等で活動す

る意思のある者 



（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する費用であ

って、次に掲げるものとする。 

⑴ 防災士研修機関が実施する講座の受講料 

⑵ 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受講料 

⑶ 日本防災士機構による防災士認証の登録料 

２ 補助金の額は、学生においては前項各号に掲げる経費の全額とし、成人におい

ては２万円を限度とする。ただし、親子における親の場合であり、かつ、学生と

同時に申請を行う場合は、成人であっても３万円を限度とする。 

 （交付制限） 

第５条 補助対象者が補助金の交付を受けることができる回数は、１人につき１回

を限度とする。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、会計年度において町長が定める

額とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、講座の

受講日の１月前までに小川町防災士資格取得支援補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 学生証の写し（学生のみ） 

⑵ 住民票の写し（学生・成人・親子） 

⑶ 親子関係が証明できる書類（戸籍謄本の写しなど） 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第７条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、

適当であると認めるときは小川町防災士資格取得支援補助金交付決定通知書（様

式第２号）により、適当でないと認めるときは小川町防災士資格取得支援補助金

不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 （申請取下げ） 

第８条 申請者は、講座の受講を中止しようとするときは、速やかに小川町防災士

資格取得支援補助金交付申請取下書（様式第４号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（実績報告） 



第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、日本防

災士機構が実施する防災士資格取得試験を受けたときは、合否の如何に関わらず、

速やかに小川町防災士資格取得支援補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げ

る書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 防災士認証状若しくは防災士証又は不合格証の写し 

 ⑵ 第４条第１項各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し 

 ⑶ その他町長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第１０条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、速やかにその内容を審査

し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小川町防災士

資格取得支援補助金交付確定通知書（様式第６号）により、当該交付決定者に通

知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、小川町防災士資格取得支援補助金請求書（様式第７号）を町長に

提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１２条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかにその内容を審査

し、交付決定者が指定する交付決定者の名義の金融機関の口座に１月以内に補助

金を振り込むものとする。 

 （補助金の返還等） 

第１３条 町長は、交付決定者が虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受

けたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに

係る補助金が既に交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を求め

るものとする。 

３ 交付決定者が前項の規定により町長から補助金の返還を求められたときは、当

該補助金額を定められた期限までに町に返還しなければならない。 

 （補助金の交付を受けた者の心得） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、地域の防災活動及び町が実施する防災に関

する施策に可能な範囲で積極的に協力するよう努めなければならない。 

 （その他） 



第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

小川町長 宛て 

申請者 住 所 

氏 名 

連絡先 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付申請書 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付要綱第６条の規定に基づき、補助金の交

付を受けたいので、次のとおり申請します。 

記 

 

１ 申請区分 学生 ・ 成人 ・ 親子 

２ 申請者氏名  

３ 申請者住所 小川町 

４ 申請者生年月日 年   月   日 

５ 学生氏名（親子申請時）  

６ 学生住所（親子申請時） 小川町 

７ 学生生年月日（親子申請時） 年   月   日 

８ 交付対象経費総額                  円 

９ 交付申請額                  円 

10 講座受講予定日 年 月 日 ～   年 月 日 

11 添付書類 (1) 学生証の写し（学生のみ） 

(2) 住民票の写し（学生・成人・親子） 

(3) 親子関係が証明できる書類 

（戸籍謄本の写しなど） 

(4) その他町長が必要と認める書類 

 

 



様式第２号（第７条関係）  

 

第      号 

年  月  日 

 

         様 

 

小川町長          印 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった小川町防災士資格取得支援補助金

については、次のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

 

   １ 交付申請額               円 

  ２ 交付決定額               円 

 ３ 申請区分      学生 ・ 成人 ・ 親子 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

         様 

 

小川町長          印 

 

小川町防災士資格取得支援補助金不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった小川町防災士資格取得支援補助金

については、次のとおり交付しないことを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 不交付決定理由 

２ 申請区分      学生 ・ 成人 ・ 親子 

 

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日 

小川町長 宛て 

申請者 住 所 

氏 名 

連絡先 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付申請取下書 

 

年  月  日付け  第      号で交付決定を受けた小川町防災

士資格取得支援補助金については、下記の理由により交付申請を取り下げます。 

 

記 

 

１ 交付決定額               円 

２ 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

小川町長 宛て 

申請者 住 所 

氏 名 

連絡先 

 

小川町防災士資格取得支援補助金実績報告書 

 

 小川町防災士資格取得支援補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり報

告します。 

記 

 

１ 申請区分 学生 ・ 成人 ・ 親子 

２ 交付決定年月日 年    月   日 

３ 交付対象経費総額                 円 

４ 交付決定額                 円 

５ 添付書類 (1) 防災士認証状又は防災士証・不合格証の写し 

(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し 

(3) その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

第      号 

年  月  日 

 

         様 

 

小川町長          印 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり

補助金の額を確定したので、小川町防災士資格取得支援補助金交付要綱第１０条の

規定により通知します。 

 

記 

 

１ 申請区分        学生 ・ 成人 ・ 親子 

２ 交付決定年月日        年   月   日 

３ 交付対象経費総額               円 

４ 交付決定額                  円 

   ５ 交付確定額                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

小川町長 宛て 

申請者 住 所 

氏 名 

連絡先 

 

小川町防災士資格取得支援補助金請求書 

 

小川町防災士資格取得支援補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、次のとおり

請求します。 

 

記 

 

１ 申請区分        学生 ・ 成人 ・ 親子 

２ 交付確定額                  円 

３ 交付請求額                  円 

４ 振込先口座 

振

替

先 

金融機関  

銀   行  

信用金庫 

信用組合 

農   協  

 

 

本  店  

支  店  

出張所  

部   

預金種別  普通・当座・その他 口座番号        

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
 

 

口座名義   

 

※小川町に振込先口座を登録していない場合は、別紙支払金口座振替依頼書 

等の提出をお願いします。 


